
平成２９年４月１９日

 入札参加者各位

新 潟 市 水 道 局

総 務 部 経 理 課

暴力団等の排除に関する誓約書の提出について（お願い）

 平成２５年４月１日付 契約時における暴力団排除に関する誓約書の提出について（お

願い）に係る誓約書様式を下記のとおり改正します。

記

１．誓約書提出対象案件（変更なし）

 （１）建設工事：予定価格２５０万円超の案件に係る契約

 （２）建設コンサルタント：予定価格１００万円超の案件に係る契約

２．誓約書様式について

 ○誓約書の様式は水道局ホームページに掲載いたします。

 水道局事業所窓口＞水道局各種様式集＞様式・要綱集（入札・契約）

３．提出方法等（変更なし）

 （１）提出の負担軽減を図るため，年度最初に契約した案件は誓約書原本を提出し

   ていただき，以後の契約時には写しの提出でかまいません。

 （２）一般競争入札の場合は，資格審査書類提出時に提出願います。

 （３）指名競争入札の場合は，契約書持参時に提出願います。

４．適用年月日

 ○平成２９年４月２０日以降契約する案件から適用



別記様式第７号 

暴力団等の排除に関する誓約書 

平成  年  月  日 

（宛先）新潟市水道事業管理者 

住所（所在地） 

商号又は名称 

代表者職・氏名               印 

当社（私）は，新潟市水道局と工事（業務委託）契約を締結し，その債務を履行するに

際し次の事項を誓約いたします。 

１ 当社（私）及び当社の役員並びに使用人は，契約締結から履行完了まで次のいずれに

も該当することはありません。 

（１）暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号。以下「条例」という。）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有

するものをいい，法人以外の団体である場合は，代表者，理事その他これらと同等の責任を有するも

のをいう。）が暴力団員であるもの 

（４）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの 

（５）自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用しているもの 

（６）暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団

の維持運営に協力し，又は関与しているもの 

（７）その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

２ １の誓約事項に虚偽の内容があった場合又は以下（１）若しくは（２）に該当する場

合には，新潟市水道局に契約の解除権及びこれに伴う違約金が生じることを認めるとと

もに，その事実を公表されても異存ありません。 

（１）下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方が１（１）～（７）の

いずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（２）当社（私）が，１（１）～（７）のいずれかに該当するものを下請契約又は資材，原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（２（１）に該当する場合を除く｡)に，新潟市水道局が

当社（私）に対して当該契約の解除を求め，当社（私）がこれに従わなかったとき。 

受付印 


